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�愛媛県告示第９６７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年６月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

マルナカ宇和島店

宇和島市保田字若藤甲８４１－２

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山 芳彦

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社マルナカ

香川県高松市円座町１００１番地

代表取締役 中山 芳彦

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２１年１月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

４，９４４平方メートル

�愛媛県告示第９６６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年６月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

ア 病院若しくは診療所又は薬局

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

ひねのクリニック 今治市馬越町四丁目５番１号 医療法人真尚会 精神通院医療 平成２０年
５月１日

ハッピー薬局石手白石店 松山市石手白石甲１０５－３ 株式会社ハッピーファーマシー 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
６月１日

むらやま薬局 新居浜市船木甲４３２２番地３ 株式会社ムラヤマ 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
６月１日

美川調剤薬局 上浮穴郡久万高原町上黒岩２９３３－１ 有限会社クリフ 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
６月１日

イ 指定訪問看護事業者等

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション
担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

医療法人光佑会 伊予郡松前町大字神崎５８６
番地

訪問看護ステーション菜の
花

伊予郡松前町大字神崎５７８
番地１ 精神通院医療 平成２０年

６月１日
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� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

２８６台

イ 駐輪場の収容台数

１４５台

ウ 荷さばき施設の面積

３６６．６平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

５４．０立法メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午前０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４０分から午前０時２０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２０年５月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第９６８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２０年６月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

今治市玉川町摺木字高瀬甲２５０の１、字側尻八ヶ谷乙４２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字高瀬甲２５０の１・字側尻八ヶ谷乙４２（以上２筆につい

て、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

今治市玉川町與和木字コセフラ乙２９の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字コセフラ乙２９の２（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

今治市朝倉上甲１３５４の１、甲１３５６、甲３２６４の１、乙５０１、乙

５０３、乙５０３の２から乙５０３の４まで、乙５０４、乙５０５、乙５

０７、乙５０８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

朝倉上甲１３５４の１・甲３２６４の１・乙５０１・乙５０３・乙５

０３の２・乙５０８（以上６筆について、次の図に示す部分に

限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林の所在場所

今治市古谷甲７００の１、甲７００の２、乙６６、乙６８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

古谷甲７００の１・甲７００の２（以上２筆について、次の

図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

愛 媛 県 報平成２０年６月１７日 第１９７３号
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所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

５� 保安林の所在場所

今治市古谷乙５９の８８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

古谷乙５９の８８（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

６� 保安林の所在場所

今治市吉海町名駒２３３から２３９まで、２５５

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

吉海町名駒２３８・２３９・２５５（以上３筆について、次の

図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９６９号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２０年６月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

大洲市肱川町山鳥坂２４７の２、２４７の６、２４７の７、２６０の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第９７０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２０年６月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（南予地方局管内）

伊方加入区

�������
�愛媛県告示第９７１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２０年６月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２０年６月１７日から７月２日まで

�愛媛県告示第９７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年６月１７日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�愛媛県告示第９７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年６月１７日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第１６号

平成２０年６月５日
伊予郡砥部町拾町２２４番２

松山市朝生田町二丁目４番２８号

有 島 照 博

愛 媛 県 報平成２０年６月１７日 第１９７３号
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公 告

選挙管理委員会告示

�������
�愛媛県告示第９７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

宇和島市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年６月１７日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�������
�愛媛県告示第９７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

宇和海地区土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年６月１７日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�公 告

屋外広告物条例の規定に基づく講習会の開催について

愛媛県屋外広告物条例（昭和３９年愛媛県条例第５０号）第３８条第１

項の規定に基づき、次のとおり同項に規定する講習会を開催する。

平成２０年６月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の期日

平成２０年９月３日（水）

午前９時から午後５時まで

２ 講習会の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

３ 受講申込書の提出期限

平成２０年７月２５日（金）。ただし、郵送による場合は、同日ま

での消印のあるものは、受け付ける。

４ 受講申込書の提出先

〒７９０－８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

�愛媛県選挙管理委員会告示第２７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２０年６月１７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２０７，０６５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，１４２

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６７，８４５

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県告示第９７６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年６月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第１５号

平成２０年６月５日
伊予郡砥部町拾町２２４番３

松山市朝生田町二丁目４番２８号

田 内 文 和

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第７４１号 平成１７年
１２月２１日 東亜建設㈲ 村上 富茂 宇和島市和霊元町１－２

－３
平成２０年
５月１日

土木工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１８）第１６８７号 平成１８年
８月２６日 ㈱中平組 中平 隆 西予市城川町嘉喜尾４９００ 平成２０年

５月７日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
管工事業
舗装工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第９１８２号 平成１８年
８月８日 宮本工業㈱ 宮本 幸芳 西予市三瓶町安土１０１－

２９
平成２０年
５月７日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１３０７９号 平成１７年
６月２２日 井上産業 井上 茂夫 宇和島市保田甲９２８－６ 平成２０年

５月９日
土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１７）第１１５３３号 平成１７年
５月１９日 ㈲篠原建設 篠原 傳治 喜多郡内子町大瀬北３２２０ 平成２０年

５月１５日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２０年６月１７日 第１９７３号
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選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０８１ １４，６９４

南 宇 和 郡 ２２，３３６ ７，４４６

松山市・上浮穴郡 ４２６，３９２ １３７，７３２

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５１，３３６ ５０，４４６

宇和島市・北宇和郡 ８８，３７４ ２９，４５８

八幡浜市・西宇和郡 ４４，３８２ １４，７９４

新 居 浜 市 １０３，１４５ ３４，３８２

西 条 市 ９３，８９４ ３１，２９８

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５７，４８０ １９，１６０

伊 予 市 ３２，８５６ １０，９５２

四 国 中 央 市 ７６，７５６ ２５，５８６

西 予 市 ３７，７０９ １２，５７０

東 温 市 ２８，３２４ ９，４４２

平成２０年６月１７日 発行
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